
　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
期
間
内
に
現
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い

と
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

■
提
出
期
間

　

８
月
１
日
㈫
〜
31
日
㈭

■
提
出
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
証
書
、
世
帯
全
員
の
住

民
票
の
写
し
な
ど

■
提
出
先　
お
住
ま
い
の
区
域（
旧

市
町
区
域
）
で
提
出
先
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〇
旧
西
条
市
区
域
の
方

　

市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

　

子
育
て
支
援
係

　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
３
３
２
）

〇
旧
東
予
市
区
域
の
方

　

東
予
総
合
支
所
福
祉
課

　

社
会
福
祉
係　
（
内
線
１
３
５
）

〇
旧
丹
原
町
区
域
の
方

　

丹
原
総
合
支
所
福
祉
課

　

社
会
福
祉
・
援
護
係

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
１
２
）

〇
旧
小
松
町
区
域
の
方

　

小
松
総
合
支
所
福
祉
課

　

社
会
福
祉
・
援
護
係

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
１
２
５
）

　

８
月
は
下
水
道
に
係
る
受
益
者

負
担
金
・
分
担
金
の
納
期
で
す
。

　

最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

■
対
象
の
納
期
限

〇
旧
西
条
市
賦
課
分

　

第
２
期　

８
月
31
日
㈭

■
問
合
せ　

市
庁
舎
本
館
下
水
道

業
務
課　

下
水
道
業
務
係

　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
８
２
３
）

　

市
で
は
、
団
塊
の
世
代
と
呼
ば

れ
る
世
代
の
方
２
０
０
０
人
を
無

作
為
に
抽
出
し
、
就
労
や
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
６
月
に
実
施
し
ま
し
た
。

　

皆
さ
ま
に
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ご
回
答
い
た
だ
い
た
内
容
は
、

今
後
実
施
し
て
い
く
さ
ま
ざ
ま
な

施
策
に
役
立
て
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
結
果
は
、

市
庁
舎
本
館
産
業
振
興
課
、
各
総

合
支
所
総
務
課
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
産
業
振
興
課

　

産
業
政
策
係（
内
線
２
５
４
４
）

　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
毎
年
１

回
受
け
る
よ
う
に
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

狂
犬
病
予
防
注
射
を
ま
だ
受
け

て
い
な
い
犬
の
飼
い
主
の
方
は
、

最
寄
り
の
動
物
病
院
で
注
射
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

■
市
内
の
動
物
病
院

〇
池
内
動
物
病
院
（
神
拝
甲
）

℡
０
８
９
７―

５
６―

９
４
９
９

〇
越
智
獣
医
科
（
氷
見
乙
）

℡
０
８
９
７―

５
７―

８
２
７
１

〇
高
木
動
物
病
院
（
福
武
甲
）

℡
０
８
９
７―

５
３―

３
０
２
０

〇
竹
内
動
物
病
院
（
三
津
屋
）

℡
０
８
９
８―

６
５―

４
７
５
０

〇
さ
い
き
犬
猫
病
院
（
三
津
屋
南
）

℡
０
８
９
８―

７
６―

１
２
１
５

〇
永
井
ペ
ッ
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
壬

生
川
）

℡
０
８
９
８―

７
６―

１
９
３
０

■
問
合
せ　

市
庁
舎
別
館
衛
生
課

　

衛
生
係　
　
（
内
線
２
４
５
４
）

引
き
続
き　

お
知
ら
せ

下
水
道
受
益
者
負
担
金
・
分
担

金
の
納
期

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い

就
労
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
お
礼

飼
い
犬
の
狂
犬
病
予
防
注
射
は

済
み
ま
し
た
か
？

　愛犬の散歩は、トイレをさせるためのものではあり
ません。散歩に行く前に、敷地内でトイレを済ませる
よう、愛犬をしつけましょう。
　もし散歩中にフンをしてしまったら、飼い主は責任
を持って必ず処理をしてください。
　フンの放置は、他人の迷惑になります。

　敷地内に愛犬が好んで排泄する場所をトイレと
決め、その場所に排泄したときだけ褒めてあげ、
ご褒美をあげましょう。
　違う場所に排泄したときは、何も言わずに片付
け、においも取り除いておきます。

　他の場所で排泄しなくなってきたら、範囲を減
らし、最終的にはトイレと決めた部分だけに排泄
をさせます。

　愛犬の選んだトイレの場所が都合悪ければ、愛
犬が完全にトイレを覚えた後で、ほんの少しづつ
トイレの場所を移動します。

※このしつけ方は一例です。愛犬に合った効果的なしつけを行って
　ください。

広報さいじょう　2006  ８月号 16
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